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主としてホームページで， 

市民意見，「京都市の考え方」公表

随時，意見受付 

年間２回（２月，９月頃） 

政策評価委員会に報告，審議 

政策評価委員会への報告後速やかに 

年度ごとに，具体的な改善・反映を

政策評価委員会意見に盛り込み 

「京都市の考え方」案作成 

原則どおりでは一定期間以 

上かかると見込まれる場合 

郵送等により各委員に報告 

各委員への報告後速やかに 


